
申請の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

(1)～(3) 公益財団法人マンション管理センター等に事前確認の申請を行

い、適合証の発行を受けてください。 

(4) 事前確認の適合証を添えて、池田市へ申請してください。 

(5) 池田市が管理計画を認定した場合、認定通知書で通知します。 

必要書類 

1. 認定申請書 

2. 事前確認の適合証 

3. 事前確認の申請の際に提出した書類一式 

 

 認定申請書 

※1.認定申請書については、公益財団法人マンション管理センターの管理

計画認定手続支援サービスを利用して、インターネットのシステム上で作

成された申請書でも申請可能です。 

提出書類は 2 部（正本 1 部・副本 1 部）必要です。 

認定後、副本を返却します。郵送での副本の返却を希望される場合は、返

信用封筒（切手を貼り付けたもの）やレターパック等を同封するようにし

てください。 

事前確認の申請先 

 公益財団法人マンション管理センター 管理計画認定手続支援サービス 

池 田 市 マンション管理士 

マンション管理センター 

マンションの管理組合の管理者等（管理組合） 


